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山ノ内町高齢者保健福祉計画・第 10期介護保険事業計画策定支援業務 

公募型プロポーザル（書類審査）実施要領 

    

 

１．業務の目的 

この実施要領は、国や県の動向、山ノ内町高齢者の状況等を的確に把握し、山ノ内町が

取り組むべき課題や高齢者福祉施策の方向性、サービス目標量等を定める、「山ノ内町高齢

者保健福祉計画・第 10期介護保険事業計画策定業務」を策定支援する受託候補者を公募型

プロポーザル（書類審査）により選定するため、必要な事項を定めるものである。 

 

２．業務委託の概要 

（１）業務委託名 

山ノ内町高齢者保健福祉計画・第 10期介護保険事業計画策定支援業務 

（２）業務の内容 

別紙「山ノ内町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定支援業務仕様書」の

とおりとする。 

（３）委託期間 

   契約締結日から令和９年３月２６日までとする。 

（４）業務想定金額 

委託料の上限額（消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）を含む。）は、 

   金 ３，６３０，０００ 円（税込）※消費税等の税率は 10％とする 

 

３. 委託予定者選定方法 

      企画提案書等の公募による書類審査に基づくプロポーザル方式により選定する。 

※ 必要によっては、口頭による説明を求める場合もある。 

 

４．参加資格 

   本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項をすべて満たしていることを条件と

する。これらの要件を満たさない者が行った企画提案書の提出から契約の締結までの手続

きは無効とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第 1項及び町財務規則（昭和

55年山ノ内町規則第 14号）第 105条第１項の規定により入札に参加することができない

者でないこと。 

（２）山ノ内町建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要綱（平成 27 年山ノ内町

訓令第１号）に基づく入札参加停止の措置を受けていないこと。 

（３）山ノ内町暴力団排除条例（平成 24年山ノ内町条例第 22号）第２条第２号に規定する暴
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力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者でないこと。 

（４）法人にあっては法人税、消費税及び地方消費税、個人にあっては、個人の市町村民税等

を完納していること。 

（５）労働保険、厚生年金保険及び健康保険に加入する義務がある者にあっては、これらに加

入していること。 

（６）過去５年以内に地方公共団体等において同種又は類似の業務実績を有すること。 

（７）事業計画策定支援業務に精通した知識及び経験があり、事業を的確に遂行できる職員が

いること。 

※ 必要によっては、確認書類等の提出を求める場合もある。 

 

５. 貸与資料及び情報セキュリティポリシーの遵守、情報処理遂行体制 

本業務を遂行するため、発注者が保有する資料が必要な場合には、業務責任者または担

当技術者に、借用書と引き換えに貸与するものとする。 

受託者は、本業務において発注者の情報資産の安全性を確保するものとする。特に、個

人情報の漏洩が起きないよう細心の注意を払うものとし、企業としてのセキュリティ管理

システムが充分に確立されていることを証明しなければならないものとする。具体的には、

情報セキュリティや個人情報保護等に関する公的資格である JISQ15001 （プライバシー

マーク取得）に審査登録がなされていること。 

 

６. 審査資料の提出 

「４．参加資格」を満たし、本業務に参加を希望する場合は、下記の必要書類を提出す

ること。なお、期限内に参加意思表明書の提出がない場合は、企画提案書を受け付けない

ものとする。 

（１）提出書類 

① 参加意思表明書（様式１） 

② 企画提案書（任意様式） 

・企画提案書には業務スケジュール及び業務体制を記載すること。 

・体裁は原則としてＡ４判（Ａ３判の折込みも可）とし、縦横は問わないが横書きとす

る。 

・仕様書の各項目について具体的な提案内容を記載すること。 

③ 会社概要書（様式２／会社パンフレットも添付可） 

④ 業務実績書（様式３） 

※実施要領の「４．参加資格（６）」で示された実績を記載すること。 

⑤ 見積書（様式４） 

※見積内訳書は、Ａ４版で様式は自由だが、業務名と業者名を記入のこと。 
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（２）提出部数 

提出書類①のみ１部提出すること。また、提出書類②～⑤については正本１部、副本

７部を作成し提出すること。 

（３）提出方法 

    持参又は郵送により提出すること。 

また、郵送等の場合は、提出期限までの必着とし、到着の有無について提出先へ確認

すること。 

（４）提出期限 

    ①    令和８年５月 22日（金）～６月３日（水）まで 

    ②～⑤  令和８年６月９日（火）～６月 23日（火）まで 

持参の場合は、平日の午前９時から午後５時まで 

※ 提出書類①の提出後、期限内に②～⑤を提出しなかった場合は、本プロポーザルへの参加

を辞退したものとする。 

（５）提出先 

山ノ内町役場 健康福祉課 介護保険係 担当：大硲、小林 

〒３８１－０４０１ 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏３３７１番地２ 

地域福祉センター 

電 話：０２６９－３３－８４１１ 

ＦＡＸ：０２６９－３３－８４１３ 

E-mail：kaigohoken@town.yamanouchi.lg.jp 

 

７．質問の受付及び回答 

本業務に関し質問がある場合は、質問書（様式５）により提出すること。口頭による質

問の受付は行わないので、注意のこと。 

（１）提出期限 

    令和８年５月 22日（金）～６月３日（水）まで 

（２）提出方法 

    メールによる提出のみ。 

（３）提出先 

山ノ内町役場 健康福祉課 介護保険係 担当：大硲、小林 

〒３８１－０４０１ 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏３３７１番地２ 

地域福祉センター 

電 話：０２６９－３３－８４１１ 

ＦＡＸ：０２６９－３３－８４１３ 

E-mail：kaigohoken@town.yamanouchi.lg.jp 

（４）回答方法 
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    令和８年６月８日（月）までに、電子メールにて回答する。 

 

８．委託予定者の審査方法 

（１）審査方法 

提出書類は、本町において提出書類①～⑤に基づき書類選考を実施し、それら総合的

に評価し、優先交渉事業者を選定する。必要によっては、口頭による説明を求める場合

もある。 

（２）審査結果の通知 

    審査の結果は、参加者すべてに郵送により通知する。 

（３）優先交渉権者の決定 

審査の結果、最も評価の高かった者を優先交渉者とし、契約締結に向けて交渉する。 

交渉の結果、契約の締結に至らなかった場合、次点の業者を優先交渉者とする。 

（４）審査基準 

下記の項目について審査する。 

評価資料 評価項目 

会社の業務経歴等 ・同種又は類似業務の実績について 

・実施体制について 

出題に対する企画提案 ・国の方針等を踏まえた内容について 

・仕様書との整合性について 

・計画策定の方法について 

・その他の提案事項について 

・策定に要する経費について 

（５）選定結果の通知 

選定結果を文書で通知する。なお、選定に関する異議等は一切受け付けない。 

 

９．企画提案者の失格 

   企画提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）「４．参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

（２）提出書類等に虚偽の記載があった場合 

（３）審査の公平性を害する行為があった場合 

（４）企画提案者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合 

（５）企画提案にあたり著しく信義に反する行為があると認めた場合 

 

１０．企画提案の関する経費 

企画提案に関する必要経費は、企画提案者の負担とする。 

 

１１．プロポーザルの中止等 
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やむを得ない理由等により、プロポーザルを実施することができないと認めるときは、

中止または取り消す場合がある。その場合においては、プロポーザルに要した経費を町に

請求できない。 

 

１２．契約について 

プロポーザルの審査結果に基づき、町は決定した委託予定者と協議し、企画・提案内容

を反映した仕様書に調整した後、契約を締結する。 

 

１３．事務局 

本業務に関する事務局及び問い合わせ先は、下記のとおりとする。 

山ノ内町役場 健康福祉課 介護保険係 担当：大硲、小林 

〒３８１－０４０１ 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏３３７１番地２ 

地域福祉センター 

電 話：０２６９－３３－８４１１ 

ＦＡＸ：０２６９－３３－８４１３ 

E-mail：kaigohoken@town.yamanouchi.lg.jp 

 

１４．その他 

参加申し込み後に辞退する場合は、「辞退届」（様式自由）を令和８年６月 23日（火）ま

でに、事務局へ提出すること。なお、辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益

は被らない。 

 

１５．日程（予定） 

（１）公募（町ホームページ掲載）令和８年５月 21日（木） 

（２）参加意思表明書の提出 令和８年５月 22日（金）～６月３日（水） 

（３）質問受付期間 令和８年５月 22日（金）～６月３日（水） 

（４）質問回答 令和８年６月８日（月）までに電子メールにて回答 

（５）企画提案書の提出 令和８年６月９日（火）～６月 23日（火） 

（６）企画提案の選定 令和８年６月 29日（月） 

（７）結果通知    令和８年７月２日（木）電子メールにて連絡 

（８）選定結果公表（町ホームページ掲載）令和８年７月６日（月） 

 

１６．その他 

（１）提案のあった企画提案書等については、審査結果にかかわらず返却しない。 

（２）審査経過及び結果に対する不服の申し立て等には一切応じない。 


